
　　いわき市水道事業管理者 　　　山田　誠

１　入札に付す事項

２　入札参加資格

(1)　施行令第167条の４の規定により、本局の入札参加制限を受けていない者であること。

(2)　いわき市水道局契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成22年３月26日制定）第４

 　条第１項に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。

(3)　公告日から入札を執行する日までの間に、いわき市水道局建設工事等に係る指名競争入札

　 という。）に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受けていない者及び局要綱に

　 基づく指名停止基準による指名停止を受けていない者であること。

(4)　公告日現在で、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）

 　に加入している者（社会保険等の適用が除外されている者を含む。）であること。

(5)　資本関係又は人的関係にある者同士で同一入札へ参加していないこと。

いわき市内に本店を有する者であること。

者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱(昭和52年３月28日制定)第４条第４項に規定する名

簿をいう。以下「名簿」という。）及び局要綱第２条に基づく資格審査において次に示す工事種

総合評定値が次に示す点数以上の者であること。

　 理技術者等」という。）については、開札日を基準とし、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

(2)　この工事について、業法第26条第３項の規定により監理技術者等を専任で配置する必要が

３　入札参加申請手続

本公告に基づく入札に参加するための入札参加申請手続きは要しない。

～10/30(木)まで

工事種類

Ａ又はＢ 特定又は一般

　　この公告に基づく工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

水道施設工事

　次のとおり総合評価方式による事後審査方式一般競争入札を行うので、いわき市水道局契約規程（平成３年いわき市水道
局管理規程第７号。以下「契約規程」という。）第４条の規定に基づき公告する。

工 事 概 要

　 者で、水道施設工事の主任技術者又は監理技術者の実務経験を５年以上有する者を配置す

φ75 HPPE L=516m

工 事 種 類

(1)　業法第26条第１項又は第２項の規定により設置する主任技術者又は監理技術者（以下「監

入 札 方 法

総 合 評 価 方 式
特 別 簡 易 型

　本工事は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の
低入札価格調査制度

郵便による入札　　※「電子入札システムによる電子入札」は実施しない

　本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式（特別簡易

10の２第２項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事である。

等級別格付

類に登録し、当該工事種類の等級別格付及び対応する建設業法（昭和24年法律第100号。以下

　 る者を配置すること。

の数量に基づき入札金額を見積ること。

入 札 参 加 形 態

型）の適用工事である。

　いわき市水道局建設工事等に係る一般競争入札実施要綱（平成７年局内訓第７号）第３条(1)に

規定する、令和７年度いわき市入札参加有資格者名簿（いわき市工事等に係る指名競争入札参加

技 術 者 要 件

総合評定値

　 参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱（昭和59年局内訓第１号。以下「局要綱」

「業法」という。）による許可を有し、業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査における

　評価項目及び評価基準は、別表「評価項目及び評価基準」によるものとする。

そ　　の　　他

　本工事は、概算数量設計方式により発注する工事である。

　特記仕様書に記載のとおり、設計図書の照査及び工事現場の精査後、必要に応じ変更する。

　なお、予定価格は工事仕様書の数量に基づいて算出しているため、入札参加者は工事仕様書

令和7年9月16日

工 期 （ 予 定 ）

水道施設工事

消火栓　N=1基

工 事 場 所 いわき市平上片寄字石町～字棆町　地内

令和8年4月10日 まで

平上片寄配水管（第93-14号外）改良工事工 事 名

単体企業

　 ある場合には、開札日を基準とし、それ以前に３か月以上継続して雇用している者を配置す

建設業許可

要件なし

　 ること。

地 域 要 件

登 録 工 種
等 級 別 格 付
建 設 業 許 可
総 合 評 定 値

基 本 要 件

いわき市水道局公告第80号

　 ること。

(3)　概算数量設計方式実施要領第８条の規定により水道配水用ポリエチレン管の継手施工資格



４　設計図書について

　　設計図書については、次に示す方法により販売及び貸出しを行うので、入札に参加しようとする者は、いずれかの方

　法により必ず入手すること。

　販 売 の 期 間 及 び 場 所

令和7年9月16日（火） から 令和7年10月17日（金） まで

　※　販売場所の営業日の営業時間内に限る。

　㈱いわきコピーセンター

　　　住　所：いわき市平谷川瀬3丁目5番地の2

　　　連絡先：TEL 0246(24)2371  FAX 0246(22)2638

　※　購入希望者は、購入希望時間の３時間前までに設計図書等購入申込書兼購入証明書（第５

　　号様式）により、FAXにて㈱いわきコピーセンターに購入申込みを行うこと。

　※　設計図書等購入申込書兼購入証明書（第５号様式）は、市ホームページ（「産業・ビジネ

　　ス」―「入札・契約」―「入札・契約関係様式」―「いわき市水道局入札・契約様式集」

　　内）からダウンロード又は総務課窓口にて入手すること。

　貸 出 の 期 間 及 び 場 所

令和7年9月16日（火） から 令和7年10月17日（金） まで

　※　閉庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号）に規定する

　　休日並びに12月29日から1月3日）を除く。

　※　借り受けた場合の返却期限は次のとおりとする。

・ 午前８時30分から正午までの間に借り受けた場合は、当日午後５時まで

・ 正午から午後５時までの間に借り受けた場合は、翌日正午まで

　（翌日が閉庁日の場合は、直後の閉庁日でない日の正午まで）

　いわき市水道局総務課（水道局本庁舎３階）

　※　貸出希望者は、設計図書等貸出申込書兼借受証明書（第６号様式）を借受時に持参するこ

　　ととし、借り受けた者はこれを複写することができる。

　※　設計図書等貸出申込書兼借受証明書（第６号様式）は、市ホームページ（「産業・ビジネ

　　ス」―「入札・契約」―「入札・契約関係様式」―「いわき市水道局入札・契約様式集」

　　内）からダウンロード又は総務課窓口にて入手すること。

設 計 図 書 に 対 す る 質 問

令和7年9月16日（火） から 令和7年9月29日（月）

　設計図書に関し質問がある場合は、質疑応答書（第７号様式）に質問事項を記載し、提出先に

電子メール又はFAXにて提出すること(FAXにて提出する際は、電話にて到達の確認をすること)。

なお、電話等による質問は受け付けない。

　※　質疑応答書（第７号様式）は、市ホームページ（「産業・ビジネス」―「入札・契約」―

　　「入札・契約関係様式」―「いわき市水道局入札・契約様式集」内）からダウンロードに

　　て入手すること。

  設 計 図 書 に 対 す る 質 問 へ の 回 答

　回答は、回答期日に質問者に電子メール又はFAXで回答する。

　なお、質問及び回答の内容は、いわき市水道局総務課（水道局本庁舎３階）で閲覧に供すると

ともに、市ホームページで公表する。

５　入札日時及び入札参加資格の確認について

　入 札 の 日 時 及 び 場 所

日本郵便株式会社　いわき郵便局必着

　〒970-8799　日本郵便株式会社　いわき郵便局留　いわき市水道局総務課

　※　封筒貼付用の宛名等は、市ホームページ（「産業・ビジネス」―「入札・契約」―「一般

　　競争入札情報」―「いわき市水道局一般競争入札情報」内）からダウンロードにて入手し、
　　中封筒及び外封筒それぞれに貼付して郵送すること。

令和7年10月20日（月）

  一般書留郵便又は簡易書留郵便

FAX 0246(21)4845 又は 電子メールsuido-komu@city.iwaki.lg.jp　

場 所

期 間

期 間

期 間

午後５時まで

  郵便入札

質 問 の 方 法

令和7年10月6日（月）

回 答 の 方 法

回 答 期 日

郵 送 方 法

提 出 先

宛 先

入 札 方 法

令和7年10月14日（火）

到 着 期 限

郵 送 開 始 日

場 所

いわき市水道局工務課



(1)　中封筒に入れて提出する書類

① 　入札書

　設計図書の調達を証明するものとして、次のいずれかの書類の原本又はその写し

　　ア　設計図書等購入申込書兼購入証明書（第５号様式）　

　　イ　設計図書等貸出申込書兼借受証明書（第６号様式）

③ 　工事費内訳明細書

　「経営規模等評価結果通知書　総合評定値通知書」の写し（開札日現在で有効な

　ものをいわき市に提出している場合は免除。）

①

②

③

④

⑤

⑥

（提出様式は、いわき市水道局建設工事に係る総合評価方式実施要綱に規定する様式。）

　※　入札書、工事費内訳明細書、(2)の②の技術評価点申請書及び(2)の③から⑥までの関係調

　　書（以下「申請書等」という。）」は、市ホームページ（「産業・ビジネス」―「入札・契

　　約」―「一般競争入札情報」―「いわき市水道局一般競争入札情報」内）からダウンロード

　　したものを使用すること。

　※　「資本関係又は人的関係に関する申告書は、市ホームページ（「産業・ビジネス」－「入札

　　・契約」－「入札・契約制度改善等のお知らせ」－「いわき市の制度改善等のお知らせ」－「

　　資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加制限について」内）からダウンロード

　　したものを使用すること。

午後1時30分

いわき市水道局本庁舎３階 入札室

　※　技術評価点は、申請書等により算出するので、記入漏れのないよう留意すること。

　※　申請書等の記入漏れ又は確認資料の不備等により、申請内容が確認できない場合は、技術

　　評価点を付与しない。

　※　入札参加者は、定められた方法で外封筒を郵送することとし、持参、電送等による入札は

　　認めない。

　※　郵便入札の条件に反した入札書については無効とする。（入札心得（総合評価・郵便用）

　　参照）

　　加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をもっ

　　て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

　　業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
　　載すること。

　※　初度入札の開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、郵送により、

　　再度の入札を行う。ただし、初度の入札において有効な入札をしていない者は、再度の入札

　　に参加できないものとする。

　※　再度の入札に参加しようとする者については、次の書類を、定められた期日までに、いわ

　　き市水道局総務課宛てに、一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵送するか、直接持参する

　　こと。

① 　入札書

② 　工事費内訳明細書

６　総合評価の方法及び落札者の決定方法

(1)　総合評価の方法は、入札参加者が提出した申請書等に基づき各評価項目を点数化した得点の合計（以下「加算

　 点」という。）に標準点である100点を加えた点数（以下「技術評価点」という。）を申請者の入札価格で除して得

　 た数値（以下「評価値」という。）をもって行う。

　 　ただし、入札参加資格を有しない者、予定価格を上回る入札価格を入札書に記載した者については、評価値の算出

　 を行わないものとする。

(2)　評価項目及び評価基準は、別表「評価項目及び評価基準」によるものとする。

第２号様式 　技術評価点申請書

郵 送 す る 物

　配置予定技術者の技術力に関する調書

書類

　※　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を

第３号様式

書類

　上記(1)の中封筒（封かんすること。）

②

④

提出様式

―

第５号様式の２ 　緊急修繕工事に関する調書

　企業の技術力に関する調書

評価値 ＝

開 札 日 時

再 度 の 入 札

第４号様式

令和7年10月30日（木）

技術評価点（標準点（100点）＋加算点）
×

備 考

開 札 場 所

(2)　外封筒に入れて提出する書類

※ 　③から⑥の記載内容を証明するための添付資料。添付資料は、それぞれの調書ごと

にステープル等で留めたうえで提出すること。

※ 　②において、資本関係又は人的関係にある者について該当すると申告した場合は、

「資本関係又は人的関係に関する申告書」

1,000,000
入札価格

　地域貢献等に関する調書

書類

第５号様式



(3)　落札者は、予定価格の制限の範囲内で、(1)により得られた評価値が最も高い者とする。

　　 評価値の最も高い者の入札価格が、いわき市水道局低入札価格調査制度実施要綱（令和３年いわき市水道局内訓第

　 ５号。以下「低入札調査要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下

　 回っている場合は、「７　低入札価格調査制度」に基づき落札者を決定する。

(4)　入札結果及び評価結果は、いわき市水道局総務課（水道局本庁舎３階）で閲覧に供するとともに、市ホームペー

　 ジで公表する。

７　低入札価格調査制度

(1)　評価値の最も高い者(以下「落札候補者」という。）の入札価格が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提

　出された工事費内訳明細書における工事費構成費目が、低入札調査要綱の規定に基づく各工事費構成費目に応じた失

　格基準（以下「失格基準」という。）の金額に満たない場合は、当該落札候補者を失格とする。

(2)　落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された工事費内訳明細書が失格基準を上

　 回る場合は、当該落札候補者に対し低入札価格調査（以下「調査」という。）を実施する旨を電話等確実な方法によ

　 り直接通知すると共に、調査に移行する旨を６の(4)と同様の手法により公表する。

　　 なお、当該落札候補者以外の入札参加者には、当該公表をもって連絡に代えるものとする。

(3)　調査の結果、落札候補者を落札者に決定した場合においては、調査結果の概要を６の(4)と併せて公表する。

(4)　調査基準価格を下回った入札が行われた場合、当該入札者名については、(2)と同様の手法により公表する。

(5)　調査基準価格を下回った入札を行った者は、総合評価における評価値の最も高い者であっても必ずしも落札者と

　 ならない場合がある。

(6)　調査基準価格を下回った入札を行った者は、低入札価格調査に協力すること。

　 　落札候補者が調査に協力をしなかった場合又は期日までに低入札調査要綱第７条に規定する書類の提出がない場

　 合は、当該落札候補者を失格とする。

８　契約条項を示す場所及び期間

いわき市水道局総務課（水道局本庁舎３階）

令和7年9月16日（火） から 令和7年10月30日（木） まで

９　保証金及び支払条件

行わない。

　落札者が入札時に提示した次の項目のうち、評価された内容については、この工事の契約内

容の一部として履行義務が生じる。

　⑴　地域貢献等に関する調書中「市内業者の活用」

　この入札には、工事費内訳明細書の提出を要する。

12　現場代理人 　この工事は、現場代理人の常駐義務緩和対象工事に該当しない。

13　工事の区分 　この工事は、災害復旧・復興工事に該当しない。

14　その他 ⑴ 　「いわき市水道局建設工事等に係る一般競争入札実施要綱」

　「いわき市水道局建設工事に係る総合評価方式実施要綱」

　「いわき市水道局低入札価格調査制度実施要綱」

　「いわき市水道局郵便入札実施要綱」

　「いわき市水道局建設工事に係る共同企業体取扱要綱」

　「いわき市水道局建設工事等に係る事後審査方式一般競争入札実施要領」

　「概算数量設計方式実施要領」

　「入札心得（総合評価・郵便用）」

　「いわき市水道局発注の総合評価方式一般競争入札への参加手続きについて」

　「いわき市水道局発注の建設工事に係る一般競争入札への参加手続きについて（郵便等によ

　　る入札　版）」

　に示すとおりとし、当該要綱、要領、心得及び手引き等は８に示す場所にて閲覧に供する。

⑵

15　問い合わせ先 　いわき市水道局総務課管財契約係　℡0246(22)9315

年 度 割 支 払 額

　各会計年度における請負代金額の支払限度額は、次のとおりとする。

　令和７年度は前払金のみとし、令和８年度は請負代金額から令和７年度支払額を差し引いた

額とする。

部 分 払

10　評価内容の担保

11　工事費内訳明細書

場 所

期 間

入 札 保 証 金 　免除とする。

契 約 保 証 金 　請負代金額の10分の1以上の額とする。ただし、契約規程第28条の規定に該当する場合は、契
約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

前 金 払 契約規程第55条の規定により請負代金額の40％以内の額とする。

中 間 前 金 払 契約規程第55条の規定により請負代金額の20％以内の額とする。

　落札者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請
負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認められるときは、落札決定（随意契
約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約権者等に対し
て、その旨を工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書及び当該事象の状況
の把握のため必要な情報を契約権者へ通知すること。



別表 

評価項目及び評価基準

 評価項目及び評価基準は、次のとおりとし、加算点の最高点は、28.5点とする。

 ⑴から⑷までの表中で番号を付した項目の番号の具体的な内容は、次の表中の対応する番号（※○）の欄に示すとお

りとする。

番号 項目 左の項目の具体的内容

※１ 同種・類似工事

工 事 種 類 水道施設工事

工 事 内 容

請負代金額 3,000 万円以上の口径 75 ㎜以上の水道配水用

ポリエチレン管配管工事とする。

 ※ 上記の工事内容を満たす工事実績があること。

なお、変更契約を締結したものについては、変更後の金額

が 3,000万円以上のものに限る。

修繕工事等の維持管理に関する工事は除く。

※２ 同工種工事

工 事 種 類 水道施設工事

請負代金額

請負代金額 3,000万円以上のものに限る。

なお、変更契約を締結したものについては、変更後の請負

代金額が 3,000万円以上のものに限る。

※３
指定部門における

優良工事表彰

表 彰 部 門 土木部門

工 事 種 類 水道施設工事

※４ 指定する資格

１級施工管理技士

又は技術士等

次のいずれかの資格を有すること

① １級土木施工管理技士

② 技術士

  ・上下水道部門

  ・衛生工学部門（※）

   選択科目：「水質管理」「廃棄物管理」又は

        「廃棄物・資源循環」

  ・総合技術監理部門

   選択科目：「上水道及び工業用水道」「水質管理」

        「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」

 ※第２次試験において指定の選択科目を受験し取得した

  ものに限る。

２級施工管理技士

又は技能士等
２級土木施工管理技士（土木）

※５ いわき市内の指定区域 平地区

⑴ 企業の技術力（８点）

評価項目 配点 評価基準 評価点

「施工実績」

過去 15年間の公共工事における同種・類似工事（※

１）の施工実績の有無

２点

施工実績あり ２点

施工実績なし ０点

「工事成績」

過去５年間のいわき市発注※の同工種工事（※２）

における工事成績評定点の平均点

４点

75 点以上 ４点

73 点以上 75 点未満 ２点

73 点未満又は同工種工事の施工実績なし ０点

「優良工事表彰」

過去 15年間のいわき市発注※の指定部門における

優良工事表彰（※３）の受賞実績の有無

１点
受賞実績あり １点

受賞実績なし ０点
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「品質管理」

ＩＳＯ9001 又はＪＩＳＱ9001 の認証取得状況
0.5 点

取得している。 0.5 点

取得していない。 ０点

「安全管理」 0.5点

過去 10 年間に、企業として国又は国が参加

している団体が実施する安全管理に関する

表彰の受賞実績あり

0.5 点

受賞実績がない場合で、建設業労働災害防止

協会へ加入している。
0.3 点

上記以外 ０点

  ※「いわき市発注」とは、いわき市長、いわき市水道事業管理者及びいわき市病院事業管理者発注とする。

⑵ 配置予定技術者の技術力（５点）

評価項目 配点 評価基準 評価点

「施工実績」

過去 15年間の公共工事における同種・類似工事（※

１）の施工実績の有無

２点

監理技術者又は主任技術者としての施工実

績あり
２点

資格を有する現場代理人としての施工実績

あり
１点

施工実績なし ０点

「保有する資格」 ２点

指定する資格（※４）を保有している。

（１級施工管理技士又は技術士等）
２点

指定する資格（※４）を保有している。

（２級施工管理技士又は技能士等）
１点

上記以外 ０点

指定する資格（※４）の保有年数 １点
１０年以上 １点

１０年未満 ０点

⑶ 地域貢献等（９点）

評価項目 配点 評価基準 評価点

「市内業者の活用」 １点

市内業者にあっては、当該工事の請負金額の

80％以上を市内業者により施工(資材購入等

を含む。)

１点

市外業者にあっては、当該工事の請負金額の

50％以上を市内業者により施工(資材購入等

を含む。)

0.5 点

上記以外 ０点

「入札参加者の所在地」 1.5 点

入札参加者の本店又は本社が、いわき市内の

指定区域（※５）内にある。
1.5 点

入札参加者の本店又は本社が、いわき市内の

指定区域（※５）外にある。
１点

入札参加者の委任先としている支店又は営

業所が、いわき市内にある。
0.5 点

上記以外 ０点

「消防団への協力」 0.5 点

いわき市消防団協力事業所表示制度の認定

を受けている。
0.5 点

いわき市消防団協力事業所表示制度の認定

を受けていないが、いわき市消防団に１年以

上加入している者を１名以上雇用している。

0.3 点

上記以外 ０点
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「災害時の協力」 

次のいずれかに該当する場合 

ア いわき市内が協定の範囲に含まれている災害

時の応援協定をいわき市と締結していること又

はいわき市水道局と災害時の応援協定を締結し

ていること。 

イ 過去３年間にいわき市水道局からの要請によ

り市内への災害時の出動実績があること。 

ウ 過去３年間にいわき市水道局からの要請によ

り市外への災害時の出動実績があること。 

３点 

３項目に該当する。 ３点 

２項目に該当する。 ２点 

１項目に該当する。 １点 

上記以外 ０点 

「維持補修時の実績」 

次のいずれかに該当する場合 

ア いわき市水道局発注の路面復旧及び修繕（管

路の緊急修繕を除く）の実績があること。 

イ いわき市水道局発注の水道施設の維持管理に

係る役務的業務委託の実績があること。 

ウ いわき市水道局発注の水道施設（管路及びそ

の付属設備以外）の緊急修繕の実績があること。 

１点 １項目以上に該当する。 １点 

「緊急修繕工事の実績」 

前年度１年間のいわき市水道局発注の水道施設の

緊急修繕を実施した実績数 

２点 

50 件以上 ２点 

25 件以上 50 件未満 １点 

25 件未満 ０点 

  ※「いわき市発注」とは、いわき市長、いわき市水道事業管理者及びいわき市病院事業管理者発注とする。 

 

⑷ 品質確保等の確実性（５点） 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

低入札調査基準価格以上の応札 ５点 
入札金額が基準価格以上である。 ５点 

入札金額が基準価格未満である。 ０点 

⑸ その他（1.5 点） 

いわき市水道局発注の同工種工事の企業における

手持ち工事量 
1.5 点 

契約年度の総合評価方式による受注がない。 1.5 点 

契約年度の総合評価方式による受注が１件 0.8 点 

契約年度の総合評価方式による受注が２件

以上 
０点 

 


